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１ 本方針が目指すもの 

 (1) 健全な心身を育て，学校生活に適応する態度を育てること。 

 (2) 生徒の自主性や社会性を助長し，個性の伸長を図ること。 

 (3) 強健な身体の育成及び体力の向上を図ること。 

 (4) 粘り強く最後までやり遂げる態度を育てること。 

 

 

２ 適切な運営のための体制整備 

（1） すべての部で年間指導計画を作成する。 

（2） すべての部で毎月の活動計画を作成する。 

    

 

３ 活動時間について 

(1) 活動時間 

①練習時間は平日２時間程度，休日３時間程度とする。 

（練習試合は４時間程度とする） 

②平日は１６：４５までとする。（完全下校１７：００）但し，１７時 

を超えて活動を延長する場合は，保護者承諾のもと部活動延長願を添え
て校長に「部活動時間延長許可願」を提出する。 

   ③延長活動時間一覧 

 期間 活動終了時間 完全下校 

Ⅰ期 ４月～新人大会 １８：１５ １８：３０ 

Ⅱ期 新人大会後～学年末考査 １７：１５ １７：３０ 

Ⅲ期 学年末考査後～３月 １７：４５ １８：００ 

    ※新型コロナの感染状況に応じて，柔軟に対応する。 

 (2) 強化練習期間（ハイシーズン） 

①中体連主催および，共催の大会前中総体前に最長１ヶ月程度の強化練
習期間（ハイシーズン）を設けることができ，朝練の実施が可能とな
る。 

②強化練習期間の設定は，各部最大年３回までとする。 

 

（3）朝練習 

①朝練習は同一の部活動が長期間にわたって連続的に行わないものとす
る。ただし，Ⅱ，Ⅲ期において放課後練習が１時間程度になる期間は，
朝練習と放課後練習の合計が２時間を超えないことを条件に連続的な
朝練習を認める。 

②保護者承諾のもと部活動延長願を添えて校長に「部活動時間延長許可 

願」を提出する。 

③新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から，体育館と校庭の割り
当てがない日は，朝練習の実施を認める。 

 

 (4) その他 

①部活動中止日であっても大会前等で練習をする必要がある場合は，保
護者及び学校長の許可を得て活動することができる。 

②駅伝については，試走や大会に向けてのコンディション作りを短期間
で行う必要があるため，学校の方針に応じて計画を立てて活動する。 



４ 休養日について 

(1) 基本的に週２日以上の休養日を設ける。（最低平日１日，土日１日） 

(2) 土・日・祝日で３連休以上の場合は，３日連続での活動は行わない。た
だし，学校行事の関係や大会等の日程・試合会場の確保や外会場の場合
の雨天等で，連続した日程を組まざるを得ない場合もあり得る。 

(3) 平日の休養日についても試験や会議，雨天等で休養日になることも多
く，厳格に１週間の中で曜日を固定して２日以上の休養日を設定するこ
とが難しい場合もある。（例：教科研究会・教科外研究会・職員会議・
考査前など） 

 

 

５ 試験期間中の活動中止期間 

 (1) 期末・学年末考査（７教科）・・・５日前から 

（休日がある場合はその日を含む） 

 (2) 中間考査（５教科）・・・・・・・３日前から 

（休日がある場合はその日を含む） 

 (3) 実力考査・・・・・・・・・・・・１日前から 

（休日がある場合はその日を含む） 

 

 

６ 新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について 

（1） 換気の悪い密閉空間にしないために換気の徹底。  

→屋内は全て窓を開けて活動する。 

（2） 多くの人が手に届く距離に集まらないための配慮。  

→練習メニューの工夫がする。また，密集を防ぐために，活動場所や荷
物置き場の様子などを各部で確認し，指導する。 

（3） 近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える。 

   →できるだけかけ声を控えて活動する。円陣やハイタッチもしない。 

（4） 活動前に部活動等活動前チェックリストを記入し，顧問が健康観察を行
うとともに手洗いをしてから活動する。 

  

 


